補助金交付申請書兼実績報告書必要書類一覧
（先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援）

全ての書類が揃っているか、以下のチェックリストを使用して確認してください。
（本チェックシートは、提出していただく必要はございません。）

★提出時の注意★
・本シートは各地方運輸局等への窓口持ち込み及び郵送の参考としていただき、電子申請を行う際は申請ページにある電子申請マニュアルを参照してください。
・書類の提出部数は、(1)～(3)は４部 (原本１部、コピー３部)です。コピーのうち３部には(4)～(11)も併せてご提出ください。
（郵送での申請の場合は、(1)～(11)のコピー１部を提出省略することが出来ます。）
・なお、提出書類はすべてＡ４・片面とし、製本（糊付け・ホチキス止めを含む。）はせずにクリップ止めとすること。
・同じ型式かつ補助対象経費が同額の複数車両において、１申請につき、最大２０台までまとめて提出することができる。
[image: ]郵送申請の場合、
コピー１部提出省略できます。

書類コピー(1)～(3)
原本(4)～(11)
書類(1)～(11)
書類(1)～(3)
書類(1)～(11)



· (1) 交付要綱第１の４号様式（交付申請書兼実績報告書）

· (2) 実施要領別紙１又は２で該当するもの（交付申請書兼実績報告書別紙）
【補助対象装置・対象車種】
募集要領１．補助事業の概要（３）、（４）参照
申請する装置が装置毎の対象車種・対象車両総重量であるか確認

· (3) 交付要綱第10号様式（請求書）

· (4) 申請者（リース事業者の場合は、当該補助対象機器の貸し渡し先の自動車運送事業）が運送事業を営んでいることを証する書類、申請者の資産及び負債に関する書類並びに中小企業基本法第２条第１項第１号に掲げる中小企業者若しくは中小企業等協同組合法第３条に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合であることを証する書類（旅客自動車運送事業等報告規則第２条又は貨物自動車運送事業報告規則第２条に掲げる事業報告書の直近事業年度分の「資本金の額・従業員数の記載があるページ」、「損益計算書のページ」、「貸借対照表のページ」）

· (5) 当該補助金の申請をするにあたり必要な事項への宣誓書


· (6) 補助対象装置を装着した車両を購入した際の領収書の写し（登録番号又は車台番号が記載されたもの。）

· (7) 補助対象装置の設置したこと及び補助対象装置の単価（消費税除き）を確認するに足りる書類として、①納品書の写し（各装置価格の値引き後の単価が内訳としてわかるもの）若しくは②搭載証明書（購入車両に装着されている事を証明し、かつ購入時の値引き後の単価がわかるもの）。
なお、①、②については、登録番号又は車台番号が記載されたものとする。

· (8) （申請者がリース事業者の場合）賃貸契約書の写し及び貸与料金算定根拠明細書

· (9) （申請者がリース事業者の場合）申請者の営む主な事業及びその内容並びに申請者の資産及び負債についてわかる書類（履歴事項全部証明書の写し、貸借対照表及び損益計算書等）

· 募集期間内において、２件以上の申請を行う場合においては、事前に提出することにより、以後の提出を省略することができる。

· (10) （申請者がリース会社の場合で当初のリース契約期間が財産処分制限期間を満たしていない場合)取得から財産処分制限期間を満たすまでの間、自動車運送事業者へ当該補助対象となる機器を貸渡すことを証する書類
(トラック・タクシー４年、バス５年)

· (11) 車検証の写し(新車新規登録時のもの)

· (12) (郵送で申請する場合または交付決定及び額の確定通知書を郵送で希望される場合）必要な額の切手を貼付した返信用封筒
· 送付先の記載漏れがないこと。



赤字は記載例
捨印（代表者印）
※押印省略可


第１の４号様式（第４条第３項関係）　　

令和　３年　８月　２日
窓口に提出する日を記載する

郵送の場合は、郵送する日を記載する。ただし、以下の点に注意すること
・受付期間中の平日であること
・受付期間外である休日に郵送する場合は、休日前の平日を記載する


国 土 交 通 大 臣　殿


　　　　　　　　　　　申請者　住　所　　　　東京都千代田区霞が関２－１－３
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名及び名称　 国土交通運輸株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　国土　太郎補助金請求書（第１０号様式）等に記載した
申請者（住所、氏名、名称）と一致していること

役職名必須


自動車事故対策費補助金交付申請書兼実績報告書
代表者印
※押印省略可


令和３年度自動車事故対策費補助金（自動車運送事業の安全総合対策事業）の交付を受けたいので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第５条の規定に基づき申請するとともに、同法第14条の規定に基づき、別紙関係書類を添えて申請します。


1.　補助対象事業の内容
　　　先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援

別紙に記載する、１．補助事業に要した経費の合計額と一致


2.　補助対象経費　　　　　　　金3,000,000円

3.　補助金交付申請額　　　　　金  450,000円

4.　添付書類
　(1)　申請者の営む主な事業及びその内容
　(2)　申請者の資産及び負債に関する事項
　(3)　補助対象事業に関する収支予算書
　(4)　その他補助金の交付に関して参考となる書類

















赤字は記載例

捨印（代表者印）
※押印省略可

別紙 1
 
令和３年度 自動車運送事業の安全総合対策事業交付申請書兼実績報告書装置代の単価を記入
（消費税抜きの価格）


１．補助事業に要した経費 導入した装置に○を記入

	
経 費 名
	
経費配分額
	経 費 使 用 明 細 書

	
	
	基　数
	単　価

	(○)衝突被害軽減ブレーキ の導入
	　　　900,000　円
	　　　　　３　両
	　　300,000　円

	(　)ふらつき注意喚起装置
(○)車線逸脱警報装置
(  )車線維持支援制御装置 の導入
	180,000　円
	　　　　　３　両
	　    60,000　円

	(○)車両安定性制御装置　 の導入
	300,000　円
	　　　　　３　両
	　　 100,000　円

	(○)ドライバー異常時
対応システム　　　　 の導入
	　　　750,000　円
	　　　　　３　両
	250,000　円

	(○)先進ライト　　　　 　の導入
	420,000  円
	３　両
	140,000  円

	(○)側方衝突警報装置　　 の導入
	450,000  円
	３　両
	150,000  円

	( )統合制御型可変式
速度超過抑制装置　　　の導入
	円
	両
	円

	合　　　計
	　   3,000,000　円
	
	


＊経費使用明細書の根拠となる内訳書を添付すること。 ディーラーへ支払った装置代（総額）を記入


内訳　Ａ衝突被害軽減ブレーキ：（3.5ｔ超20ｔ以下のトラック・12ｔ以下のバス）補助率において算出された額か、上限額か該当する金額を記載例のように囲うこと。

　　　　　　　１車両あたり 300,000 円×1/2＝ 150,000 円　上限額：100,000円(ﾄﾗｯｸ)
                                                                 150,000円(ﾊﾞｽ )

　　　　　Ｂふらつき注意喚起装置等：（3.5ｔ超20t以下のトラック・12t以下のバス・タクシー）トラクタについては補助対象がＤドライバー異常時対応システム、Ｅ先進ライト及びＦ側方衝突警報装置です。
申請車両が補助対象車種（Ａの場合は3.5ｔ超20ｔ以下のトラック）に該当すれば記載例のように囲うこと
仮に25ｔトラックだった場合、Ｄ～Ｆのみ補助対象となり、Ａ～Ｃは対象外のため記載しない。その場合、1．補助事業に要した経費の衝突被害軽減ブレーキ、車両安定性制御装置も記載しない）

　　　　　　　１車両あたり 60,000 円×1/2＝  30,000 円  上限額： 50,000円


      　　Ｃ車両安定性制御装置：（3.5ｔ超20ｔ以下のトラック・5ｔ超12ｔ以下のバス）
　　　　　　　１車両あたり 100,000 円×1/2＝  50,000 円　上限額：100,000円


      　　Ｄドライバー異常時対応システム：（トラック（トラクタ含）・バス・タクシー）
　　　　　　　１車両あたり 250,000 円×1/2＝  125,000 円　上限額：100,000 円


      　　Ｅ先進ライト：（3.5ｔ超のトラック（13ｔ超トラクタ含）・バス）
　　　　　　　１車両あたり 140,000 円×1/2＝ 70,000 円　上限額：100,000円



　　　　　Ｆ側方衝突警報装置：（3.5ｔ超のトラック（トラクタ含）・バス）
　　　　　　　１車両あたり 150,000 円×1/2＝ 75,000 円　上限額： 50,000円


　　　　　Ｇ統合制御型可変式速度超過抑制装置：（バス）
　　　　　　　１車両あたり　　　 　円×1/2＝　　　　円　上限額：100,000円


　　　　　Ｈ１車両あたり合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ） 400,000 円
　上限額：150,000円(ﾄﾗｯｸ)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000円(ﾊﾞｽ )

　　　　　　【国庫補助金額合計】　Ｈ 150,000 円×  ３ 両＝ 450,000 円

申請日時点の配置営業所の車両数を記載


※１　消費税は含まずに算出すること補助対象車両数を記載

※２　国庫補助金申請額の算出において、１００円未満の端数が発生した場合には、１００円未満の金額を切り捨てる、

２．完了した補助対象事業の概要　（整備実績（整備地域・営業所、車両数等）の概略を記載する。）
営業所名等　国土交通運輸株式会社　
　　　　　　東京営業所（配置車両数　　２０両）装置導入車両数　　１両
　　　　　　横浜営業所（配置車両数　　５０両）装置導入車両数　　２両
　　　　　　　　営業所（配置車両数　　　　両）装置導入車両数　　　両
　　　　　　　　営業所（配置車両数　　　　両）装置導入車両数　　　両
　　　　　　　　営業所（配置車両数　　　　両）装置導入車両数　　　両
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　３両事業者名（エンドユーザー）を記載

全ての補助対象装置の導入（通常は新車新規登録）が完了した日を記載（複数車両申請の場合は、一番最後に車両導入が完了した日）


３．補助事業の完了年月日
令和　３年ＸＸ月ＸＸ日

＊その他補助事業が完了したことを確認するに足りる書類（車検証の写し等）を添付すること。
法人にあっては法人番号を記載する（13桁の番号）


４．申請者法人番号
申請者法人番号（13桁）　：　1234567890123
当該補助金の担当者を記載する

５．担当者連絡先等
（１）担当者連絡先
　　　　　 郵便番号：　〒100-8918
　　　住　　所：　　東京都千代田区霞が関２－１－３
　
　　　部署名：　統括運輸部
　　　担当者氏名：　貨客　達也
　　　連絡先：（ＴＥＬ）088-8888-8888
　　　　　　　　（ＦＡＸ）

（２）確定通知書等送付先（上記、担当者連絡先と異なる場合は記載すること。）
　　　　　 郵便番号：　〒231-8433
　　　住　　所：　　神奈川県横浜市中区北仲通５－５７担当者連絡先と確定通知書の送付先が異なる場合は、確定通知書の送付先及び担当者を記載する

　
　　　部署名：　　運輸部
　　　担当者氏名：　大和　彩香
　　　連絡先：（ＴＥＬ）033-3333-3333
　　　　　　　　（ＦＡＸ）


（３）補助金の交付決定及び額の確定通知書の受領について（該当する□にチェックを入れる）✓

□　直接受け取り✓

　　　通知連絡先（□　５．（１）に同じ　・　□　５．（２）に同じ）


□　郵送希望（必要な額の切手を貼付した返信用封筒を添付）



第１０号様式（第15条関係）　　　　
捨印（代表者印）
※押印省略可
赤字は記載例

令和　 年 　月 　日
支出官空欄のままにしてください

  国土交通省大臣官房会計課長　殿

　　　　　　　　　　申請者　住　所　　　　 東京都千代田区霞が関２－１－３
　　　　　　　　　　　　　　　　氏名及び名称　  国土交通運輸株式会社　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　国土　太郎　　　　　　　　　　　　　　　　　　交付申請書兼実績申請書（第1の４号様式）等に記載した申請者（住所、氏名、名称）と一致すること

役職名必須


自動車事故対策費補助金請求書
代表者印
※押印省略可


　令和３年度自動車事故対策費補助金に係る補助対象事業（自動車運送事業の安全総合対策事業）については、額の確定に基づき、下記のとおり支払を請求いたします。
第１の４号様式　３．補助金交付申請額と必ず一致していること
※金額の訂正は捨印で対応不可

記


1.　請求額    　　金　450,000　円

（ﾌﾘｶﾞﾅ）　 ﾄｳｷｮｳﾄ ﾁﾖﾀﾞｸ ｶｽﾐｶﾞｾｷ                    
2.　受取人　　　　住所　 東京都千代田区霞が関２－３－１          
　　（口座名義人）　　　（ﾌﾘｶﾞﾅ）　 ｺｸﾄﾞ　ﾀﾛｳ                               住所・氏名の「フリガナ」を必ず記入すること

 　　　　　　　　  　　　 氏名　 国土　太郎                             

3.　振込先金融機関及び支店名       ○○銀行            ○○支店     

4.　預金種別　　　　　　　　 当座預金    
本店の場合は、「本店」か「本店営業部」か要確認

5.  口座番号　　　　　　　  0000000000   


（注）　押印を省略する場合については、下欄に本件責任者及び担当者の氏名及び連絡先を明記すること。

本件責任者：国土　太郎　　　連絡先：099-9999-9999　　
　　担当者：貨客　達也　　　連絡先：088-8888-8888　　

本件責任者及び担当者が同一であっても、
記載は省略出来ません。









[image: ]旅客自動車運送事業等報告規則第２条又は貨物自動車運送事業報告規則第２条に掲げる
事業報告書



リース事業者の場合は、貸し渡し先の自動車運送事業者の事業報告書
直近事業年度分から抜粋したもの


旅客自動車運送事業等報告規則第２条又は貨物自動車運送事業報告規則第２条に掲げる
事業報告書


[image: ]
　　　　　　　資本金、従業員数の記載があるページを
添付すること
直近事業年度分から抜粋したもの


旅客自動車運送事業等報告規則第２条又は貨物自動車運送事業報告規則第２条に掲げる
事業報告書

[image: ]
直近事業年度分から抜粋したもの


旅客自動車運送事業等報告規則第２条又は貨物自動車運送事業報告規則第２条に掲げる
事業報告書

[image: ]直近事業年度分から抜粋したもの




捨印（代表者印）
※押印省略可


国　土　交　通　大　臣　殿



宣　　誓　　書

記入例

当社は、令和３年度事故防止対策支援推進事業（先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援に限る）に係る申請において、以下について相違ないことを宣誓いたします。

○　国が交付する他の補助金（国が特殊法人等を通じて交付する補助金を含む。以下同じ。）を受けていないこと及び当該補助金の交付を受ける場合には、国が交付する他の補助金を受けません。

○　「旅客自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針」（平成18年９月19日国土交通省告示第1087号）または「貨物自動車運送事業に係る安全マネジメントに関する指針」（平成18年９月19日国土交通省告示第1090号）に基づく安全マネジメントを実施し、輸送の安全性の向上に努めています。（申請者がリース事業者の場合、貸し渡し先運送事業者が実施）

〇　令和３年度自動車事故対策費補助金に係る補助対象事業（自動車運送事業の
安全総合対策事業）を完了し、事業に要する下記の経費を自ら支出したことを確約します。
ディーラーへ支払う衝突被害軽減ブレーキ等
の装置代の総額を記入すること。

〇　申請する日から、過去３年の間において、これらの法律（道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法）に基づく行政処分（警告、勧告は含まず）を受けていません。窓口に提出する日を記載する

郵送の場合は、郵送する日を記載する。ただし、以下の点に注意すること
・受付期間中の平日であること
・受付期間外である休日に郵送する場合は、休日前の平日を記載する



記


支出額　　　  　　　金3,000,000円
「補助金請求書（第10号様式）」に記載した申請者名（住所、氏名、名称）と一致していること


以上のとおり相違ないことを宣誓いたします。
代表者印
※押印省略可

令和　３年　９月　１日
住　　所　東京都千代田区霞が関2-1-3
氏名及び名称　国土交通運輸株式会社　
代表取締役　国土太郎　　　　　役職名・氏名を記載することは必須







[image: ]書式は、各社使用のもので可
















捨印（代表者印）
※押印省略可
リース料金に反映した場合の記載例



（貸与会社）
  株式会社○○リース
　  代表取締役　金利　次郎　　
車　　　　名　：
型　　　　式　：
登録番号　　：
貸　与　先　 ：
様
貸与月数　  ：
ヶ月
項目
通常料金
補助金適用料金
備考
機器価格
9,500,000
9,500,000
補  助  金
0
▲　150,000
自動車事故対策費補助金
　　１５０，０００円
小　　　計
9,500,000
9,350,000
諸  税  等
268,400
268,400
整  備  料
2,781,500
2,781,500
諸  経  費
85,300
85,300
小　　　  計
3,135,200
3,135,200
金　　　  利
0
0
手   数   料
865,500
853,800
小    　計
865,500
853,800
残 存 価 格
▲ 475,000
▲ 475,000
合      計
13,025,700
12,864,000
リース料月額
217,095
214,400
貸 与 料 金 算 定 根 拠 明 細 書
通常料金と補助金適用料金の差額
　　１６１，７００円≧１５０，０００円
代表者印
※押印省略可

通常料金と補助金適用料金の差額は補助金額以上とすること。
13,025,700-12,864,000=161,700


賃貸契約書の月額リース料と同額にすること















補助金金額を一括還元する場合の記載例


捨印（代表者印）
※押印省略可


代表者印
※押印省略可
（貸与会社）
  株式会社○○リース
　  代表取締役　金利　次郎　　
車　　　　名　：
型　　　　式　：
登録番号　　：
貸　与　先　 ：
様
貸与月数　  ：
ヶ月
項目
通常料金
補助金適用料金
備考
機器価格
9,500,000
9,500,000
補  助  金
0
0
自動車事故対策費補助金
　　１５０，０００円は貸与先に一括還元
小　　　計
9,500,000
9,500,000
諸  税  等
268,400
268,400
整  備  料
2,781,500
2,781,500
諸  経  費
85,300
85,300
小　　　  計
3,135,200
3,135,200
金　　　  利
0
0
手   数   料
865,500
865,500
小         計
865,500
865,500
残 存 価 格
▲ 475,000
▲ 475,000
合         計
13,025,700
13,025,700
リース料月額
217,095
217,095
貸 与 料 金 算 定 根 拠 明 細 書


賃貸契約書の月額リース料と同額にすること


書式は、各社使用のもので可
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